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     船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年１２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年７月１３日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 新潟県新潟港東区南ふ
・

頭西側 

 新潟港東区東３号シーバース灯から真方位１６８°２.０海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°５８.１′ 東経１３９°１４.０′） 

事故の概要 小型兼用船もと丸は、新潟港東区を南南東進中、浅瀬に乗り揚げ

た。 

もと丸は、作業員が負傷し、船底部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年７月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

小型兼用船 もと丸、１１トン 

 ＮＧ２－１９４３（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９４ｍ（Lr）×３.６４ｍ×１.２９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４６８kＷ、昭和６３年３月１７日 

 第２２０－１３１１１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和４９年１２月１７日 

  免 許 証 交 付 日 平成２８年１２月１３日 

            （平成３４年４月１日まで有効） 

作業員 男性 ６７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和５１年４月９日 

  免 許 証 交 付 日 平成２８年２月１日 

            （平成３３年６月１６日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（作業員） 

 損傷 船底部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約３２cm（新潟東

港） 
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 事故の経過 本船は、船長及び作業員が乗り組み、新潟港東区から新潟空港北方

沖まで、引船によるケーソン運送作業の先導及び警戒作業（以下「本

件作業」という。）に従事する目的で、平成３０年７月１３日００時

００分ごろ、定係地である新潟港東区南ふ
・

頭東側にある船着場を出港

し、本件作業に従事した。 

本船は、０４時３０分ごろ船長が操舵室で椅子に腰を掛け、約１５

ノットの対地速力で、針路を東北東にとり、自動操舵で帰航を開始し

た。 

本船は、新潟港東区西防波堤灯台を右舷に見て、船長が手動操舵に

切り替えて変針し、東区の航路を南西進した後、新潟港東区東３号シ

ーバース灯を左舷に見て変針し、針路を南ふ
・

頭に向けて南南東進し

た。 

船長は、南南東進を開始してすぐに居眠りに陥り、０５時３０分ご

ろ、衝撃を感じて目を覚ました。 

船長は、周囲を確認し、南ふ
・

頭西側の浅瀬に乗り揚げたことに気付

き、船内を確認したところ、浸水等の異状を認めず、操舵室後部の廊

室で、作業員が頭を右舷側に向け左半身を下にした状態で転倒してい

るのを発見し、声を掛けたところ、首の痛みと手足が動かないことを

訴えた。 

船長は、主機を何度か後進にかけて本船を自力で離礁させた後、南

ふ
・

頭東側にある船着場に回航して、１１９番及び海上保安庁に本事故

の発生を通報した。 

作業員は、救急車で新潟県新発田
し ば た

市の病院に搬送され、中心性頸
けい

髄

損傷と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 操舵室後部

の廊室、写真３ 乗り揚げた浅瀬 参照） 

 その他の事項 

 

船長は、ふだん、１８時ごろから２４時ごろまで遊漁船の船長とし

て従事していたが、７月は１度も出港していなかった。 

新潟県漁業協同組合は、平成３０年５月９日から１１月３０日まで

の間、新潟港西区航路泊地付属施設護岸築造工事での本件作業を国土

交通省北陸地方整備局から受注し、同漁協南浜支所所属の小型兼用船

に割り振り、また、上乗りの作業員もローテーションを組んで割り振

っていた。 

船長は、本件作業に従事するのが３回目であり、今まで眠気を感じ

たことはなかった。 

作業員は、本件作業に上乗り作業員として従事するのが２回目であ

り、今まで危険を感じたことはなかった。 

船長は、本件作業の前日、０７時ごろ起床し、１９時ごろから２３

時ごろまで睡眠をとっていた。 

作業員は、本件作業の前日、０５時３０分ごろから０９時００分ご
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ろまで自分の船で出漁し、１８時３０分ごろから２３時ごろまで睡眠

をとっていた。 

船長及び作業員は、本件作業後に休憩をとっていなかった。 

作業員は、帰航を開始した後、操舵室後部の廊室より時々操舵室内

をのぞき込んで船長の様子を見ていたが、船長が新潟港東区内で左転

した時も、船長の様子に異状を認めなかった。 

船長は、ＧＰＳプロッター及びレーダーを使用していた。 

船長及び作業員は、持病がなく、本事故当時、健康状態に問題はな

かった。 

船長及び作業員は、本事故当時、作業衣の上下と救命胴衣を着用し

ていた。 

本事故当時の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、新潟港東区を南南東進中、船長が居眠りに陥ったことか

ら、変針点を通過して航行を続け、同港東区南ふ
・

頭西側の浅瀬に乗り

揚げたものと考えられる。 

船長は、出港前に睡眠を４時間しかとっておらず、本件作業後も休

憩をとっていなかったことから、睡眠不足となり、帰航時に居眠りに

陥った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、新潟港東区を南南東進中、船長が居眠りに陥っ

たため、変針点を通過して航行を続け、同港東区南ふ
・

頭西側の浅瀬に

乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・夜間の航海、又は作業を連続して行うときは、陸上での休憩を十

分取っておくこと。 

・航海中、又は作業後に疲労を感じたときは、眠気がなくても、体

調を考慮して安全な場所で適宜休憩をとること。 

・眠気を生じた場合は、身体を動かしたり、操舵室の窓を開けて外

気を入れたりするなど、適切な方法で眠気を払拭すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

写真２ 操舵室後部の廊室 
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写真３ 乗り揚げた浅瀬 

 

 乗り揚げた地点 

× 


